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先
の
大
戦
に
お
い
て
、
公
務
等
の

た
め
国
に
殉
じ
た
軍
人
・
軍
属
及
び

準
軍
属
の
方
々
に
思
い
を
い
た
し
、
国

と
し
て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、

ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金
（
第
十
一
回

特
別
弔
慰
金
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
支
給
対
象
者

　
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
、

戦
傷
病
者
戦
没
者
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
（
戦

没
者
等
の
妻
や
父
母
）
が
亡
く
な

る
な
ど
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
務

扶
助
料
や
遺
族
年
金
の
受
給
権
者

が
い
な
い
先
順
位
の
ご
遺
族
の
方

お
一
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
支
給
順
位

　
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
方
で
、

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
父
母

④
戦
没
者
等
の
孫

⑤
戦
没
者
等
の
祖
父
母

⑥
戦
没
者
の
兄
弟
姉
妹

⑦
①
～
⑥
以
外
の
三
親
等
内
親
族

※
③
～
⑥
の
該
当
と
な
る
方
は
、
戦

没
者
等
と
生
計
関
係
が
あ
り
、
令

和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
遺

族
以
外
の
者
の
養
子
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
、
遺
族
以
外
の
者
と
氏

を
改
め
る
婚
姻
を
し
て
い
な
い
こ

と
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
⑦

の
該
当
と
な
る
方
は
、
戦
没
者
等

の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
と

な
り
ま
す
。

○
支
給
内
容

　【
名
称
】

　
第
十
一
回
特
別
弔
慰
金

　
国
庫
債
券
い
号

　【
額
面
】

　
25
万
円
（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

　【
支
給
日
】

　
令
和
３
年
か
ら
令
和
７
年
ま
で
の

　
毎
年
４
月
15
日

○
請
求
期
限

　
令
和
５
年
３
月
31
日

※
こ
れ
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
第

十
一
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　　
一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を

行
っ
た
場
合
、
国
土
利
用
計
画
法
に

基
づ
き
、
権
利
取
得
者
（
譲
受
人
）

は
、
当
該
土
地
が
所
在
す
る
市
町
村

へ
届
出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
届
出
の
必
要
な
面
積

・
市
街
化
区
域
２
，
０
０
０
㎡
以
上

・
市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区

域
５
，
０
０
０
㎡
以
上

・
都
市
計
画
区
域
以
外
の
区
域

１
０
，
０
０
０
㎡
以
上

○
届
出
の
必
要
な
取
引

　
売
買
、
交
換
、
共
有
物
の
持
分
権

の
譲
渡
、
一
時
金
を
伴
う
地
上

権
・
賃
借
権
の
設
定
又
は
設
定
等

○
届
出
期
限

　
契
約
締
結
日
（
契
約
締
結
日
を
含

む
。
）
か
ら
２
週
間
以
内

※
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
都
市
建
設
課
　
市
街
地
整
備
推
進
室

　
☎

（84）
３
３
４
７
（
直
通
）

　
専
門
の
相
談
員
が
、
町
民
の
み
な

さ
ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解

決
に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

○
日
時
　
10
月
６
日
㈭

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
10
月
20
日
㈭

　
午
前
11
時
～
午
後
３
時

 

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里

※
10
月
か
ら
開
催
日
が
第
１
・
第
３

木
曜
日
の
２
回
と
な
り
、
来
年
３

月
ま
で
試
験
的
な
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
障
害
や
ひ
き
こ
も
り
、
お
子
さ
ん
の

発
達
に
関
す
る
こ
と
の
他
、
生
活
や
仕

事
等
、
専
門
の
相
談
員
へ
気
軽
に
相

談
や
話
が
で
き
る
場
と
し
て
、
毎
月
第

２
火
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
開
催
場
所
に
来
る
こ
と
が
難
し

い
場
合
は
、
電
話
相
談
や
自
宅
へ
の

訪
問
も
可
能
で
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ぜ
ひ
、
身
近
な
相
談
窓
口
の
ひ

と
つ
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
10
月
11
日
㈫

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
の

請
求
に
つ
い
て

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取

引
に
は
届
出
が
必
要
で
す

こ
ど
も
・
お
と
な

ふ
く
し
心
配
ご
と
相
談

消
費
生
活
相
談

相

談


